
～６月は「安全安心鍵かけ月間」です～ 
 

空き巣などの窃盗や、車上ねらい、自転車の盗難などの犯罪は、例

年６月以降に増える傾向であることから、広島県警察では６月を 

「安全安心鍵かけ月間」 
として、施錠の呼びかけを実施する月間としています。 

前記の犯罪の半分以上は鍵を掛けていない状態で 

被害に遭っていることから、被害を防止するため、 

自宅・乗り物の確実な施錠を心掛けましょう。 

自宅では在宅時でも施錠をしておくと安心です！ 

自転車には、２つ鍵を掛けるとより安心です！ 
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福山東警察署 ０８４－９２７－０１１０ 

 

国外運転免許証とは… 
道路交通に関する条約（通称ジュネーブ条約）に加盟し
ている国と地域で運転するための免許証です。 
申請の条件 
我が国の運転免許を現に受け、広島県に住所を有していること 

  （免許証の期間前更新の手続きをして申請することができます。） 
  （すでに外国に渡航している方でも代理申請は可能です。） 

国外運転免許証の申請手続について 
～海外で車両を運転される方へ～ 

 
 

 

詳しくは、広島県警察本部交通部運転免許課へお問い
合わせください。 
広島県警察本部代表電話  
０８２－２２８－０１１０をダイヤルしてください。 
免許課担当者へおつなぎします。 
 

 

 


